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公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

平成３１年４月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３１年３月２８日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人日本健康文化協会

３ 代表者の氏名 須藤和廣

４ 主たる事務所の所在地 高崎市井野町字天水１０１６番地１

５ 定款に記載された目的 この法人は、国民に対して、生命の尊厳を尊び健康文化を広め「１００歳まで健康で

美しく」をテーマとし、健康寿命の延伸と医療費適正化並びに日本経済に寄与することを目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任の届

出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

平成３１年４月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

監 事 新 任 樋口英夫 藤岡市上大塚９７６番地藤岡

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第２６号

次の団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成３１年４月２日

以降、政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同

条第３項の規定に基づき、公表する。

平成３１年４月１２日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地
会計責任者の
氏 名

政治結社上州愚連隊 小松 薫 小松 薫 前橋市小相木町５３５－１

西坂一夫とまちを語る会 西坂 一夫 山口 昌浩 桐生市相生町３－１１８
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堀口すなお後援会 堀口 順 堀口 鈴子 高崎市八幡町８００－１３９
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